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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＣＡＤデザインへの被検査デバイス（ＤＵＴ）
の光学画像の位置合わせ能力を向上する方法およびシス
テムを提供する。
【解決手段】位置合わせは、光学システムからＤＵＴの
光学画像を取得し、ＤＵＴのＣＡＤ（computer aided d
esign）レイヤを持つＣＡＤデータを取得し、ＣＡＤレ
イヤを重ね合わせてＤＵＴのＣＡＤ画像を構築し、ＣＡ
Ｄ画像を操作してＤＵＴの光学画像をシミュレートする
合成画像を生成し、光学画像と合成画像を比較して差分
画像を生成し、差分画像を最小化するように合成画像の
パラメータを変化させることで実現される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算機システムを用いて半導体チップの画像を配向させる方法であって、
　赤外線カメラを用いて、前記半導体チップの裏側から該半導体チップの光学画像を取得
することと、
　前記半導体チップの複数のＣＡＤ（computer aided design）レイヤを持つＣＡＤデー
タを取得することと、
　前記ＣＡＤレイヤのうちの一レイヤに焦点を合わせ、他のレイヤには焦点を外し、前記
ＣＡＤレイヤのそれぞれに独立して光学点広がり関数（ＰＳＦ）を適用することと、
　前記ＰＳＦの適用後に前記ＣＡＤレイヤの全てを重ね合わせて前記半導体チップの合成
画像を構築することと、
　前記光学画像と前記合成画像とを比較して差分画像を生成することと、
　前記差分画像を最小化するように前記合成画像の変換、回転及びスケール値の少なくと
も１つを変化させて、前記合成画像を前記半導体チップの画像の方向に合わせることと、
を含み、
　前記ＰＳＦの適用において、前記ＰＳＦは前記焦点面からＣＡＤレイヤの距離に比例す
ることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　各レイヤの相対的な明るさ値があらかじめ決められており、前記合成画像の全体的な明
るさを変化させることをさらに含む、請求項１の方法。
【請求項３】
　各レイヤの隠れジオメトリを取り除くことをさらに含む、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記光学画像の中心の画素により大きな重み付けをすることをさらに含む、請求項１の
方法。
【請求項５】
　ダミージオメトリを取り除くことで前記合成画像を生成する、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記ＰＳＦはガウスＰＳＦであり、該ＰＳＦの広がり及び閾値は前記ＣＡＤレイヤのそ
れぞれにおいて異なるように設定されるパラメータである、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記差分画像に統計処理を行って前記差分画像を統計的に定量化する、請求項１の方法
。
【請求項８】
　前記差分画像の各画素値の２乗和およびカイ２乗値の少なくとも一つを計算することで
前記統計処理を行う、請求項７の方法。
【請求項９】
　前記差分画像の各画素値の２乗和およびカイ２乗値の少なくとも一つを最小化すること
で前記差分画像を最小化する、請求項８の方法。
【請求項１０】
　分解すべき前記半導体チップの領域を選択することと、
　前記選択した領域における各活性デバイスについて金属線の発光反射を計算することと
、
　各計算された金属線の発光反射の減衰を実行することとをさらに含む、請求項１の方法
。
【請求項１１】
　光学軸に対する前記金属線の発光反射の入射角による強度変化をシミュレートする補正
、前記金属線の発光反射が伝播する材料の屈折率の変化による強度変化をシミュレートす
る補正、および光学システムの集光効率による強度変化をシミュレートする減衰、の一ま
たは複数により前記減衰を実行する、請求項１０の方法。
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【請求項１２】
　前記ＣＡＤデータを用いて各金属線の発光反射を追跡し、前記ＣＡＤデータの少なくと
も一つのレイヤに示された金属線と交差しない各金属線の発光反射を除外する、請求項１
１の方法。
【請求項１３】
　各金属線の発光反射を追跡し、前記光学システムの所定の開口数以内を通過しない各金
属線の発光反射を除外する、請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記光学システムの点広がり関数を適用することで前記減衰を実行する、請求項１１の
方法。
【請求項１５】
　半導体チップの画像を配向するシステムであって、
　規定された焦点深度を有し、前記半導体チップの裏側から該半導体チップの光学画像を
取得するために前記半導体チップの第１レイヤに焦点が合わされる赤外線カメラと、
　光学システムから前記半導体チップの光学画像を取得する手段と、
　前記半導体チップのＣＡＤ（computer aided design）レイヤを持つＣＡＤデータを取
得する手段と、
　前記ＣＡＤレイヤのうちの一レイヤに焦点を合わせ、他のレイヤには焦点を外し、前記
ＣＡＤレイヤのそれぞれに独立して光学点広がり関数（ＰＳＦ）を適用し、その後に前記
ＣＡＤレイヤを重ね合わせることにより、前記半導体チップの合成画像を構築する計算エ
ンジンと、
　前記光学画像と前記合成画像を比較して差分画像を生成する比較器と、
　前記合成画像のパラメータを繰り返し修正して前記差分画像を最小化する位置合わせ器
と、
　前記光学画像への前記合成画像の適した位置合わせを判定する判定モジュールとを備え
、
　前記ＰＳＦの適用において、前記ＰＳＦは前記焦点面からＣＡＤレイヤの距離に比例す
ることを特徴とする、システム。
【請求項１６】
　前記差分画像を定量化する統計モジュールを備えた、請求項１５のシステム。
【請求項１７】
　前記光学画像への前記合成画像の最適な位置合わせの出力パラメータを提供する出力ポ
ートを備えた、請求項１５のシステム。
【請求項１８】
　前記位置合わせのパラメータが変換、回転、スケール値の少なくとも一つを含む、請求
項１８のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、２０１０年９月２９日出願の米国仮特許出願第６１／３８７，８７２号明細
書の利益を請求し、そのすべての内容がここに参考文献として援用される。
【背景技術】
【０００２】
１．発明の技術分野
　本出願は、半導体チップの検査およびデバッグに関し、特に、デバイスの光子放出を用
いた検査といった検査およびデバッグを可能にするチップ画像の配向／位置合わせに関す
る。
２．関連技術
【０００３】
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　半導体デバイスの状態変化、例えばトランジスタのスイッチオン／オフによって半導体
デバイスが発光することはよく知られている。この現象は、赤外線エミッション顕微鏡（
ＩＲＥＭ）や時間分解エミッション顕微鏡などを用いた半導体回路の検査およびデバッグ
に次々と利用されている。また、レーザーを用いて反射レーザー光の変調を調べることで
半導体回路の検査およびデバッグを行うことも知られている。この技術は一般にレーザー
プローブ（ＬＰ）と呼ばれる。また、新デバイスのサイズが縮小するにつれてデバイスは
「漏洩」しがちになり、デバイスの定常オフ状態時に電子とホールが再結合して赤外線エ
ミッション（発光）を引き起こす。この発光はデザインルールが縮小につれ増大する。す
なわち、この現象はデバイスの世代が進むにつれより顕著になる。この定常発光は半導体
回路のデバッグおよび検査に用いることもできる。
【０００４】
　このように、発光検出技術は、発光位置を分離して発光デバイスに正確に辿り着ける場
合にのみ有効に利用することができる。同じことがレーザーベースのシステムについても
言える。すなわち、そのような検査装置を用いて、どのデバイスにおいて反射レーザー光
に変調が生じたかを特定できるはずである。しかし、デザインルールが縮小するにつれデ
バイス密度が高くなり、発光する又はレーザー光を変調するデバイスを分離することはき
わめて困難となり、不可能でさえある。さらに、近隣デバイスからの発光が検査システム
の光学経路に入り込み、発光又は変調デバイスの分離処理がさらに複雑化する。また、デ
ザインルールの縮小によって定常発光が増すが、発光デバイスを分離することがより困難
になる。
【０００５】
　チップジオメトリが光学解像度の限界よりも縮小しつつあるため、チップ形状にＣＡＤ
デザインを合わせることがますます困難になりつつある。従来、チップのＣＡＤデザイン
上で３つ以上の点を選択して、チップに光を当てて得られるぼんやりしたチップ画像上に
おける同じ点の位置を大まかに推測している。この手法では、ＣＡＤ空間からチップ空間
へマッピングしてＸ，Ｙ，シータの位置決め誤りを明らかにすることができるとともに、
機械および温度ストレスによりチップに生じた機械的変形を補正することができる６値の
変換行列を算出する。しかし、この方法の精度は光学解像度の限界により限度がある。こ
れら問題は米国特許第７，６３６，１５５号明細書において議論されている。当該特許に
は、ＣＡＤとチップの位置が完全に合った場合に光子放出トランジスタのサブ光学解像度
を極限値にする方法が開示されている。しかし、これはチップ上の実際のトランジスタに
ＣＡＤジオメトリを極めて正確に合わせることを必要とする。２倍の光学解像度で光子放
出を解像するには光学解像度限界の４分の１の位置決め精度が必要となる。
【０００６】
　上記特許では、分離されたトランジスタの光子放出の図心を当該トランジスタのＣＡＤ
ジオメトリの中心に合わせることで光子放出を正確に配向できる。しかし、実際には、分
離された光子放出位置が常に利用できるとは限らない。新しいタイプの小形状トランジス
タでは、他のトランジスタからの光子放出が多数重ね合わされるようになる。多数の発光
が重ね合わされた場合、発光トランジスタの中心により決まる多角形内部のいずれかの位
置に光子放出の図心が位置する。この手法による位置合わせ精度は許容できなくなりつつ
ある。
【０００７】
　「ムーアの法則」に従って半導体産業を進歩させるために、設計者は引き続きデザイン
ルールを縮小し、デバイス密度を上げるであろう。それゆえ、デバッグおよび検査はます
ます重要になり、発光／変調デバイスを分解するという難題を解決する必要がある。そこ
で、検査済みチップ上のデバイスの解像度を向上する技術的な必要性があり、したがって
、チップ画像の位置合わせ手法の改良が必要である。
【０００８】
　他の技術的問題は、各発光トランジスタが全方向に発光する点光源全放射（point-sour
ce-omni-radiator）であることである。その結果、さまざまな状況において、光が相互接
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続の方向に放射され、金属線で反射され、シリコンレイヤを通じて伝搬し、対物レンズに
より集光されることが生じる。そのような状況下では、発光デバイスを分解するために発
光源がどこかを特定するのが困難である。それゆえ、特に金属線が発光を反射するような
デバイスでは発光デバイスの分解を可能にするための改良が必要である。
【発明の概要】
【０００９】
　以下の発明の概要は、本発明のいくつかの局面と特徴の原理を理解するためのものであ
る。当該概要は、本発明の外延的概要ではなく、したがって本発明の要点および重要な要
素を具体的に特定したり、本発明の範囲を特定したりするものでは。後述の詳細な説明へ
の導入として本発明のいくつかの概念を簡略に提示するに過ぎない。
【００１０】
　本発明の実施形態は、ＣＡＤデザインへの被検査デバイス（ＤＵＴ）の光学画像の位置
合わせ能力を向上するものである。ある局面および実施形態によると、ＣＡＤデザインフ
ァイルを用いてチップの合成画像が構築される。合成画像は、各ＣＡＤレイヤの合成画像
を構築し、すべてのＣＡＤレイヤを重ね合わせることで構築される。隠れレイヤは取り除
かれ、透過レイヤの輪郭が示される。位置合わせパラメータおよび各レイヤの明るさが調
整され、ＤＵＴの実際の画像に最適に位置合わせすることができる。ある局面および実施
形態によると、光学広がり関数が合成ＣＡＤ画像の各レイヤに適用され、ピントぼけがシ
ミュレートされる。ある局面および実施形態によると、各レイヤの相対的な明るさがあら
かじめ決められており、および／または各レイヤについて最大／最小の境界変化が計算さ
れる。相対的な明るさおよび境界は最も明るいレイヤ、例えば金属線に対して正規化して
もよい。
【００１１】
　本発明の実施形態により、検査用のＤＵＴ画像を位置合わせする方法およびシステムが
提供される。位置合わせは、光学システムからＤＵＴの光学画像を取得し、ＤＵＴのＣＡ
Ｄ（computer aided design）レイヤを持つＣＡＤデータを取得し、ＣＡＤレイヤを重ね
合わせてＤＵＴのＣＡＤ画像を構築し、ＣＡＤ画像を操作してＤＵＴの光学画像をシミュ
レートする合成画像を生成し、光学画像と合成画像を比較して差分画像を生成し、差分画
像を最小化するように合成画像のパラメータを変化させることで実現される。
【００１２】
　本開示のある局面に従うと、計算機システムを用いて被検査デバイス（ＤＵＴ）の発光
画像を分解する方法は、ＤＵＴのＣＡＤ（computer aided design）レイヤを持つＣＡＤ
データを取得し、分解すべきＤＵＴの領域を選択し、選択した領域における各活性デバイ
スについて金属線の発光反射を計算し、各計算された金属線の発光反射の減衰を実行する
。
【００１３】
　さらに本開示のある局面に従うと、被検査デバイス（ＤＵＴ）の画像を配向するシステ
ムは、ＤＵＴのＣＡＤ（computer aided design）レイヤを持つＣＡＤデータを取得する
手段と、ＣＡＤレイヤを重ね合わせてＤＵＴの合成画像を構築し、光学システムのモデリ
ングを適用する計算エンジンと、光学画像と合成画像を比較して差分画像を生成する比較
器と、計算エンジンのパラメータを繰り返し修正して差分画像を最小化する位置合わせ器
と、光学画像への合成画像の適した位置合わせを判定する判定モジュールとを備えている
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明の他の側面および特徴は、以下の図面を参照しながら発明の詳細な説明から明ら
かになるであろう。なお、発明の詳細な説明および図面は本発明のさまざまな実施形態を
非限定的に例示するものであり、本発明は添付の特許請求の範囲により特定される。
【００１５】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれその一部を構成してさまざまな実施形態を例示し
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、発明の詳細な説明とともに本発明の原理を説明し例示するのに役立つ。図面は実施例の
主たる特徴を図形式で説明することを目的としている。図面は実際の実施形態のすべての
特徴を描くものでなければ、描画された要素の相対寸法を描くものでもない。それゆえ、
図面は原寸通りに描かれていない。
【００１６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る位置合わせシステムの図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る位置合わせ処理であって、図１のシステムを
用いて実行される処理のフローチャートである。
【図３】図３は、ＤＵＴの裏側からの発光を集光するように配置された対物レンズととも
にＤＵＴを表す図である。
【図４】図４は、金属線反射のモデリングを理解するための光線追跡例を示す図である。
【図５】図５は、強度曲線のプロットを示す図である。
【図６】図６は、金属線反射のモデリングを含む、発光を分解する一実施形態に係る処理
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態は、照射されたチップの画像を用いてＤＵＴの位置合わせを行う。い
くつかのモデリングパラメータを用いてＣＡＤデータベースから合成画像が生成され、Ｃ
ＡＤからチップ上に作り出されたような実際のレイヤへの変化が明らかになる。次に、作
り出されたチップの光学プロパティがモデル化され、その後、カメラ内部に生成された実
際の画像がモデル化される。実際の画像が撮影されるとき、いくつかのレイヤはピントが
合い、それ以外はピントが合わない。これはモデル化され、合成画像に適用される。さら
に、いくつかのレイヤは他のレイヤの背後にあり、上位レイヤを透過した光が部分的にし
か照射されない。各レイヤの反射および透過は、合成画像をさらに修正するモデリングパ
ラメータとして利用される。
【００１８】
　修正された合成画像は実際の照射画像と比較されて「差分画像」が生成される。差分画
像の画素値の２乗和が計算される。差分画像の２乗和を最小化するように、変換行列の６
値、各ＣＡＤレイヤの発光率および透過率、および他のモデリングパラメータが調整され
る。この調整処理は最適化技術を用いた反復処理である。
【００１９】
　関連のプロセス技術およびプロセスばらつきが原因で、実際のチップジオメトリはＣＡ
Ｄとまったく同じにはならない。典型的には、実際の金属線の幅がＣＡＤの値よりも太く
または細くなる。また、フォトリソグラフィ処理のせいで角が丸くなり、小さな四角とし
てＣＡＤにおいて描かれたコンタクトが実際のチップでは円になる。本発明の実施形態で
は、これは未知の広がりを持つ正規形点広がり関数および閾値としてモデル化され得る。
広がり関数の広がりおよび各レイヤの閾値はさまざまであり、最適化処理において調整す
べきパラメータとなる。
【００２０】
　各レイヤの反射および透過はさまざまであり、これらも最適化すべきパラメータとなる
。反復的な最適化処理を単純化するために、レイヤの光学的反射、光学的透過、およびレ
イヤの正規形広がり関数の幅がまず簡単な検査構造体において計算され得る。調整すべき
変数が多すぎると、「差分画像」を最小化する最適化手法は非常に大変なものとなる。こ
の傾向は、検査構造体からの適当な初期値を用い、初期の最適化に応じて変わるパラメー
タ数を削減することで抑制することができ、変換行列の最初の推定値を得ることができる
。２回目またはその後の工程においてより多くのレイヤパラメータが変化してもよい。さ
まざまなチップレイヤは製造時にわずかに位置ずれすることもあり、この位置ずれもまた
最適化処理の２回目またはその後の工程においてモデル化される。
【００２１】
　製造処理ではＣＡＤに存在しない空の空間に「ダミージオメトリ」が挿入される。この
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ジオメトリは典型的には金属化レイヤに現れる。本発明の実施形態では、そのような「ダ
ミージオメトリ」が現れる領域における結果を無視するために差分画像上に除外ゾーンを
設けている。
【００２２】
　実際のＤＵＴ画像はＩＲカメラを用いてＤＵＴの裏側から取得されることが多い。ＩＲ
カメラは異なる焦点深度を持ち、一般に対物レンズはＤＵＴの裏から最初のレイヤに配置
される。しかし、実際の画像におけるすべてのチップレイヤはＣＡＤレイヤほどくっきり
していない。それらはすべて対物レンズの制限によりわずかにぼける。これはレンズの光
学点広がり関数によりモデル化される。これは正規形関数であり、明確に定義された広が
りであり、公知である。しかし、レイヤは対物レンズの焦点深度に相当するため、一つの
レイヤのみピントが合い、他のレイヤはピントが合わなくなる。レイヤのさらなるぼけも
ピントぼけ点広がり関数によりモデル化することができる。当該関数は単純な円関数であ
り、その半径はベストの焦点面からのレイヤの距離およびレンズの開口数に比例する。
【００２３】
　最終的に６パラメータのＣＡＤ対チップの変換行列が得られる。この行列はチップとＣ
ＡＤとの間でＸ－Ｙオフセットおよびシータ回転を持つ。この行列は機械的ストレスによ
り生じる線形チップ歪みも定量化する。チップが深刻な機械的歪みにさらされた場合、チ
ップ歪みは非線形となるおそれがある。これをモデル化する一つの方法は、チップの変換
行列により多くの変数を用いることである。しかし、これは最適化すべきパラメータの数
が莫大になる。好ましい方法は、画像中心の画素により大きな重み付けをして引き続き６
値の変換行列を使用することである。これにより画像の端の整合性が悪くなるが、ユーザ
ーは画像の中心により関心があるため許容できる。
【００２４】
　図１は、システム構成１００の主要部および本発明の一実施形態に係る位置合わせシス
テムを描いた概略図である。図１において、破線矢印は光学経路を表し、実線矢印は電気
信号経路を表す。光学経路は一般に光ファイバーケーブルを用いて構成される。システム
の検査部分はレーザー源１１０、光学ベンチ１１２、およびデータ取得・解析部１１４を
備えている。光学ベンチ１１２はＤＵＴ１６０を載せる設備を有する。従来型のＡＴＥ１
４０を用いてＤＵＴ１６０へ励起信号１４２を、タイムベースボード１５５を介して検査
コントローラ１７０にトリガーおよびクロック信号１４４を、供給することができる。検
査にモード同期レーザーが用いられる場合、タイムベースボード１５５は信号取得をＤＵ
Ｔ励起およびレーザーパルスに同期させる。
【００２５】
　レーザー源１００の出力は光ファイバーケーブル１１５を用いて光学ベンチ１１２に伝
送される。ビーム光学系１２５は、光線を操作して、ＤＵＴ１６０の選択された部分が照
射されるように光線を向ける。ビーム光学系１２５はレーザー走査顕微鏡（ＬＳＭ１３０
）およびビーム操作光学系（ＢＭＯ１３５）から構成することができる。そのような光学
系セットが通常備える特殊な要素、例えば、対物レンズなどは図示していない。一般に、
ＢＭＯ１３５は光線を所望の形状、焦点、偏光などにコントロールするのに必要な光学要
素からなり、ＬＳＭ１３０はＤＵＴの特定領域上に光線を走査するのに必要な要素からな
る。Ｘ－Ｙ－Ｚステージ１２０はＤＵＴを固定してビーム光学系１２５を動かすかまたは
その逆を行う。ＤＵＴからの反射光はビーム光学系１２５により集光され、光ファイバ１
３２，１３４を介して二つの光検出器１３６，１３８に伝送される。光検出器１３６，１
３８の出力は信号取得ボード１５０に送られ、信号取得ボード１５０は続いてコントロー
ラ１７０に信号を送る。撮像には光検出器に代えて簡単なＩＲカメラを用いることができ
る。
【００２６】
　本発明の一実施形態では、取得システム１１４により取得された画像の位置合わせ処理
はスタンドアロンシステム１７２により実行される。スタンドアロンシステム１７２は、
特別にプログラミングされた汎用コンピュータとして実現することができ、または特別に
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構成されたハードウェアおよび／またはソフトウェアおよび／またはファームウェアとし
て実現することができる。取得および調整された画像はプロセッサ１７０から分解システ
ム１７２の光学信号入力１７４へ送られる。システム１７２はＣＡＤ入力１７６を介して
ＣＡＤデータベース１８０からＤＵＴのＣＡＤレイアウトを取得する。システム１７２は
計算エンジン（例えば、マイクロプロセッサ）を用いてＣＡＤレイアウトから合成画像を
生成し、合成画像に対して実際のＤＵＴ画像の位置合わせをする。さらに別の実施形態で
は、システム１７２はプロセッサ１７０と一体的に構成されている。この場合、ＣＡＤレ
イアウトはＣＡＤデータベース１８０からプロセッサ１７０に供給される。
【００２７】
　図１における吹き出しは位置合わせシステム１７２の実施形態を示す。システム１７２
はスタンドアロンシステムでもプロセッサ１７０に統合されていてもいずれでもよい。シ
ステム１７２はバス１７８を有する。バス１７８にはさまざまな要素が接続されて通信し
、互いに信号をやりとりする。光学信号入力１７４およびＣＡＤレイアウト入力１７６は
バス１７８に接続されており、バスに信号を供給する。また、出力１７９はさまざまな計
算の出力をモニターやプリンタなどに供給する。ここで説明したような処理を可能にする
ために、システム１７２は、点広がり関数を生成して、画像取得システム、つまりビーム
光学系１２５の光学性能などをシミュレートする点広がり関数生成器１９０を備えている
。比較器１９４は合成画像と入力１７４から得た光学信号からの実際の画像とを比較する
。判定エンジンまたはモジュール１９８はシステム１７４のさまざまな要素により実行さ
れたさまざまな計算結果を受け、位置合わせ判定に関する出力をする。統計エンジンまた
はモジュール１９２はカイ２乗、カイ分布、Ｆ分布などのさまざまな統計計算を行い、判
定エンジン１９８に出力する。ＣＡＤ位置合わせ器１９６はＣＡＤレイアウト合成画像を
実際の画像に位置合わせし、誤差が最小になるまで誤差を繰り返し計算することで、最適
の位置合わせ座標を選択する。マイクロプロセッサやグラフィックプロセッサなどの計算
エンジン１９９を用いてＣＡＤから合成画像が生成される。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施形態に係る位置合わせ処理を示すフローチャートである。図２
の処理は図１のシステムまたは他のコンピュータプラットフォームを用いて実行される。
ステップ２００では、取得したＤＵＴの光学画像を得て格納される。ステップ２０５では
、ＤＵＴに関連するＣＡＤデータがフェッチされ格納される。ＣＡＤデータの各レイヤが
（ｘ，ｙ，θ，スケール）、つまり（ｘ，ｙ）変換、θ回転、およびスケール（画像倍率
）に合わせられる。ステップ２１５では、各レイヤの明るさが調整される。明るさの調整
はレイヤの材料に相関し、さまざまな材料の相対的な明るさをあらかじめ設定することが
できる。例えば、ポリシリコンレイヤの明るさは金属レイヤの明るさの８０％に設定する
ことができる。また、明るさの変動限界をあらかじめ設定することができる。例えば、ポ
リシリコンレイヤの明るさは金属レイヤの明るさの７６％から８０％まで変動すると設定
することができる。このモデリングはレイヤの材料組成に応じて各レイヤの反射率および
透過率に基づく。これは、検査構造体を製造し、経験的データを用いて相対的な明るさを
用いることによって経験的に獲得することもできる。
【００２９】
　ステップ２２０では、隠れレイヤが取り除かれ、透過レイヤの輪郭が示される。ステッ
プ２２５では、ＣＡＤデザインから、作り出されたジオメトリへの変換をシミュレートす
るように点広がり関数（ＰＳＦ）が各レイヤで実行される。例えば、点広がり関数を用い
てＣＡＤデザイン上の四角のコンタクトを実際のＤＵＴ上の丸いコンタクトへの変換をシ
ミュレートすることができる。この実施形態では、ＰＳＦを各レイヤにある程度独立に適
用し、閾値は各レイヤごとに独立した変数である。ＰＳＦは経験的に獲得し、検査構造体
から取得した実際のデータを用いて設定することもできる。
【００３０】
　ステップ２３０では、ＣＡＤデザインによって空表示された空間に「ダミー」のジオメ
トリが挿入されたか否かが確認される。もしそうであれば、その領域は除外ゾーンとして



(9) JP 2017-11277 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

マークされ、位置合わせ処理において使用されない。ステップ２３５では、ＣＡＤレイア
ウトにぼかし処理が施されて、実際の画像を取得するのに用いられる光学システム、つま
り対物レンズの画像取得特性がシミュレートされる。最初のレイヤはピントが合っている
ものとし、実際の画像システムをシミュレートするように定義正規形関数を適用して最初
のレイヤはわずかにぼかされる。さらに、連続するレイヤのピントぼけが増すことをシミ
ュレートするためにさらなるぼかし必要である。これは、連続するレイヤに単純な円関数
を適用することでモデル化することができる。ここで、関数の半径は、ピントが合ったレ
イヤからのレイヤの距離および対物レンズの開口数に比例する。
【００３１】
　ステップ２４０では、生成された合成画像が実際の画像と比較され、差分画像が生成さ
れる。ステップ２４５では、差分画像に統計処理が行われて差分が統計的に定量化される
。例えば、ある実施形態では差分画像の画素値の２乗和が計算される。その後、ステップ
２５０では、定量化された差分を最小化するために反復処理が行われる。これは、変換行
列の一または複数の変数（ｘ，ｙ，θ，スケール）、各ＣＡＤレイヤの発光率および透過
率を変化させることで行われる。定量化された差分が最小化されると、得られた６パラメ
ータの行列によりｘ－ｙ変換オフセットおよびＤＵＴ画像とＣＡＤ画像との間のシータ回
転が与えられる。また、これは、機械的ストレスにより生じる線形チップ歪みも定量化す
る。チップが深刻な機械的歪みにさらされて非線形歪みが生じた場合、行列のパラメータ
数を増やして適当なモデリングを提供することができる。しかし、最適化に必要なパラメ
ータ数を抑制するために、ある実施形態では、画像中心の画素により大きな重み付けをし
、上記の６値行列を用いる。これにより画像の端の整合性が悪くなるかもしれないが、画
像中心を用いた位置合わせで十分であろう。画像の照射が非常に弱い場合、画像に重大な
ショットノイズが発生するかもしれない。ショットノイズは画素強度の平方根に比例する
。ある実施形態では、画素値のカイ２乗差分が計算され、反復処理により最小化される。
【００３２】
　発光検査に戻り、上記特許に記載されたように、発光検査はＤＵＴの裏面から行われる
。ＤＵＴの裏面は一般に１５０ミクロン程度にまで薄くなっており、ＤＵＴにおける各ト
ランジスタからのかすかな発光を集光できるようになっている。図３は、ＤＵＴの裏側か
らの発光を集光するように配置された対物レンズ３２０とともにＤＵＴを表す図である。
図３において、レイヤ３００はデバイスレイヤ３０５を作る基板となる薄膜シリコンであ
る。要素３１０はデバイスレイヤ３０５に作られたさまざまなトランジスタを表す。要素
３１５はＤＵＴの相互接続を形成するさまざまな金属化レイヤである。図示したように、
トランジスタからの発光はシリコンレイヤ３００を通って対物レンズ３２０により集光さ
れる。これは上記特許でモデル化された状況である。
【００３３】
　しかし、各発光トランジスタが点光源全放射である、すなわち、全方向に発光するとい
う問題がある。その結果、さまざまな状況において、光が相互接続の方向に放射され、金
属線で反射され、シリコンレイヤを通じて伝搬し、対物レンズにより集光されることが生
じる。そのような状況下では、発光源がどこかを特定するのが困難である。下記の実施形
態ではそのような反射のモデリングが可能となり、実際の照射の判定の手助けとなる。
【００３４】
　図４は、当該モデリングを理解するための光線追跡例を示す。図４において、レイヤ４
００は薄膜シリコンレイヤであり、発光体４１０が作り込まれている。金属線４１５は誘
電レイヤ４１２に作られて発光体４１０上に延びており、発光体４１０による発光の一部
が金属線４１５により反射し返えされるようになっている。この反射は、実際の発光体４
１０に対応する仮想発光体４２５を想定することでモデル化される。これは鏡に映る仮想
像に似ている。光線追跡は次のように理解できる。点線は発光体４１０からの発光の光線
追跡を表し、対物レンズ４２０により直接集光される。この光は、発光体４１０が対物レ
ンズの焦点面にあるように、カメラセンサー面４３０に投影される。これは、図５に示し
た点線の曲線５４５と同様の強度曲線を描く。一方、破線の光線追跡で示したように、金
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属線に向けた発光は反射し返されて同じく対物レンズにより集光される。しかし、仮想発
光体４２５は対物レンズの焦点面にない。それゆえ、対物レンズ仮想発光体４２５を、カ
メラセンサーの奥行きからピントがずれた仮想面４３５に投影する。その結果、カメラセ
ンサーにより集光された画像は図５の強度曲線５５０に近い円錐状の強度となる。二つの
発光はカメラセンサーに追加され、発光位置の分解がより一層複雑化する。それゆえ、あ
る実施形態では、直接的な発光および反射がモデル化されて畳み込まれて発光位置が特定
される。
【００３５】
　ある実施形態では、対物レンズのピントを仮想面、つまり実際の発光スポットの面に合
わせることで、当該面における「仮想画像」による各「チップ画素」での反射強度が計算
される。実際の発光点は全方向に均等に発光するはずであるから、仮想画像もまた等方的
に発光する。反射発光の強度は仮想発光点からの距離の２乗で低下する。重要なパラメー
タは、仮想点源からの画素の距離および反射光と垂直軸、つまり光学軸との間の角度“Ｔ
”である。非正規入射を考慮するために、仮想面の強度にはサイン（Ｔ）を乗じなければ
ならない。さらに、反射した光線はシリコン４００を出て誘電レイヤ４１２に入り、再び
シリコン４００に入るため、反射画像はより減衰する。この減衰は“Ｔ”、およびシリコ
ン４００および誘電レイヤ４１２の屈折率の関数であり、標準的な光学公式を用いて計算
される。シリコンおよび誘電体の屈折率の違いにより、仮想画像の実際の高さもまたモデ
ル化する必要がある。
【００３６】
　中心角を通過する反射光線は対物レンズ４２０により集光されない。この集光角度は対
物レンズ４２０の開口数に密接に関係している。カットオフ角を通過する反射光線は対物
レンズに入らない、または対物レンズ内部の絞りまたはダイヤフラムにより遮断されてカ
メラに入らない。光線角度“T”がカットオフ角を超えると、カットオフ角を超えた光線
が計算から除外される。
【００３７】
　第一近似として、金属線は無限であり、発光トランジスタ上の全領域を覆っているもの
とする。しかし、実際には金属線は無限に延びるわけではない。それゆえ、ある実施形態
では、仮想画像から画素への各発光ごとに、それがＣＡＤから得られたような金属ジオメ
トリと交差するかがチェックされる。もし交差しなければ、当該画素で反射光線が発生し
ないため、当該画素での寄与はないものとされる。
【００３８】
　金属ゲートを持つ高誘電率トランジスタについては、金属ゲートを通過する光の減衰も
計算しなければならない。
【００３９】
　画像面における反射画像の強度が計算されると、当該反射強度はカメラの画素での画像
強度を得るために対物レンズの点広がり関数で畳み込まれる。当該反射強度は、金属線反
射の寄与分を取り除くために取得画像から減算されるか、または単に直接画像の点広がり
関数で畳み込まれて反射画像と一緒になった直接画像を完全にシミュレートすることがで
きる。
【００４０】
　上記の一連のステップにより、各仮想画像点の計算が可能となる。重なり合った金属お
よびシリコン表面は無限の仮想画像を与える並行の鏡として振る舞うため、多数の仮想画
像が存在する。しかし、どの仮想画像もシリコン誘電体界面での減衰が大きく、ほんのわ
ずかの仮想画像しか十分でないであろう。
【００４１】
　発光点の面における反射画像の強度を計算する別の手法は、反射光線を「ピントぼけ」
仮想画像として見て、カメラ画素におけるそのようなピントぼけ画像の強度を計算すると
いうものである。標準的な「ピントぼけ点広がり式」またはソフトウェアルーチンを使用
することができる。シリコン／誘電体界面におけるさまざまな角度の信号減衰の計算をな
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おも行う必要がある。
【００４２】
　図６は、金属線反射のモデリングを含む、発光を分解する一実施形態に係る処理のフロ
ーチャートである。処理はステップ６００から始まる。ステップ６００では、調査中の領
域のＣＡＤデザインが取得される。チップの領域に近接したトランジスタのクラスターが
含まれる場合、ステップ６０５で、当該領域は細かく、クラスターに沿ってより管理しや
すい領域に分解される。ステップ６１０で検査のための領域が選択され、選択された各領
域ごとにトランジスタが識別され、可能状態のリストが構築される。なお、領域を小さな
クラスターに分解することにより、システムが計算において考慮すべき状態数が減少する
。クラスターの最大サイズ、つまりクラスター中のトランジスタの最大数はシステムの処
理能力に応じて決めることができる。
【００４３】
　ステップ６１５では、ステップ６１０で選択された領域におけるデバイスのジオメトリ
について点広がり関数（ＰＳＦ）が計算される。あるいは、ＰＳＦライブラリを構築する
ためにさまざまなデバイスのジオメトリのすべてのＰＳＦをあらかじめ計算しておくこと
ができる。この場合、ステップ６１５では、ステップ６１０で選択された領域のジオメト
リに対応する適当なＰＳＦがライブラリから選択される。ステップ６２０では、選択され
たジオメトリの反射が計算され、ステップ６２５では、計算された反射のＰＳＦが選択さ
れたジオメトリのＰＳＦと畳み込まれて完全なＰＳＦが得られる。
【００４４】
　ステップ６３０では、状態が選択され、ステップ６３５では、完全なＰＳＦに選択され
た状態が乗じられる。例えば、選択された領域に一直線に並んだ３つのトランジスタがあ
る場合、１番目の状態ではＰＳＦに（０，０，０）が乗じられ、２番目の状態では（１，
０，０）が乗じられるなどしてすべての発光可能性をカバーする。
【００４５】
　ステップ６４０では、計算されたＰＳＦが計測された信号と比較され、ステップ６４５
では、最小偏角が計算される。このステップでは、二つの曲線間の偏角を計算する既知の
方法を用いることができる。例えば、既知の最小２乗または普通の最小２乗法を用いてベ
ストの曲線適合および最小偏角として設定される最小誤差を得ることができる。最小２乗
法は誤差がランダムに分散していることを前提としている。しかし、本発明の一実施形態
では、ノイズレベルはランダムに分布せずに強度値自体に相関すると仮定する。例えば、
各計測データ点の誤差は計測データ点の平方根に等しい、つまり各点の強度ＩはＩ＋／－
√Ｉに等しいと仮定される。それゆえ、ある実施形態では、代わりにカイ２乗解析が用い
られる。一般に、この実施形態で用いられるカイ２乗は（ＩＭ－ＩＥ）２／Ｎで表される
。ただし、ＩＭは計測強度、ＩＥは期待強度（つまり、ＰＳＦ）、およびＮはノイズ２乗
（Ｎ＝ＩＥ＋ｎ２、ただしｎはセンシングノイズである）である。偏角を得るために、多
数のサンプル点の合計：カイ２乗＝Σ（ＩＭ－ＩＥ）２／Ｎが行われる。個々のアプリケ
ーションの要求に応じてサンプル点の数を変更して細かなまたは粗い近似値を得ることが
できることは容易に理解できるであろう。
【００４６】
　図６に示したように、ある実施形態では、反射のモデリングは吹き出しに示した次のス
テップに従って行われる。ステップ６２２では、選択された領域内のすべてのデバイスか
らの反射が無限の金属線の近似を用いて計算される。ステップ６２４では、ＣＡＤデザイ
ンを用いて選択領域内の各金属線の実際の範囲が判定され、計算された反射がＣＡＤデザ
インに従ってトリミングされる。つまり、ＣＡＤデザインにおいて関係のない金属線の計
算された反射は除外される。ステップ６２６では、レンズの開口数（または光学システム
の絞り）を超えた計算された反射が除外される。ステップ６２８では、モデル化された反
射光が減衰される。当該減衰には、入射角による修正（つまり、サイン（Ｔ）を乗じる）
、光が伝播する材料の屈折率の変化による修正、光学システムの集光効率による減衰など
のうちの一または複数を適用することができる。
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【００４７】
　なお、ここに開示した方法および技術は本質的に特定の装置に関するものではなく、構
成要素を適当に組み合わせて実施することができる。さらに、ここに開示した技術的思想
に応じてさまざまなタイプの汎用デバイスを用いることができる。また、有利なことには
、特定の装置を構築してここに開示した方法の工程を実施することができる。
【００４８】
　実施形態の解説に使用した用語および数式は説明を目的とするものであって限定を意図
したものではなく、その使用は均等物または代替手段を何ら排除するものではない。
【００４９】
　具体例を参照して本発明を開示したが、これらは例示であってこれらにより本発明は限
定されない。当業者であれば、ここに開示した本発明の明細書および実施を考慮して本発
明の別実施例が理解できるであろう。明細書および実施例は例示に過ぎず、本発明の範囲
および精神は特許請求の範囲に示される。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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